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管理栄養士養成施設卒業者が栄養士免許を
受けることなく管理栄養士国家試験を
受験できるようにすること

令和５年６月

1

1

重点番号10：管理栄養士国家試験の受験資格の見直し等（新潟県）



【参考】管理栄養士資格について

栄養士業務に加え、高度な業務に従事することができる栄養士の上級資格

● 管理栄養士国家試験の受験には、管理栄養士養成施設を卒業した場合であっても、

栄養士免許が必要（栄養士法）

現状

１ 管理栄養士養成施設

２ 栄養士養成施設
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支障事例 ～ダブルライセンスを国が義務付け？～

● 受験者は、受験のために栄養士免許の申請を行う必要があり、その申請手続や申請手数料

の支払いが負担となっている

● 養成施設卒業者が栄養士免許を取得するかどうかは、本人の意思に委ねられるべきでは？

● ２種類の免許を所持すると、本籍や氏名変更など将来の免許の書き換え手数料も２種類分

必要になる

【参考】令和３年度 免許交付数

・ 栄養士免許：16,771

・ 管理栄養士免許： 9,958

(出典：厚生労働省ＨＰ)
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支障事例 ～未来に発行される証明書を事前審査？～

● 都道府県（本庁及び保健所）等では、栄養士免許の交付や、

「栄養士免許取得（見込）照合書（管理栄養士国家試験の受験願書の添付書類）」の発行を

短期間で行わなければならず、負担となっている

【参考】新潟県における「栄養士免許取得（見込）照合書」発行に係る確認作業

１ 養成校から、あらかじめ「栄養士免許一括申請者リスト」を事前にもらい、保健所ごとに照合書の発行漏れが

ないように準備

２ 養成校に卒業見込証明書の文言と日付を照会し、文言と日付の整合を事前に審査し、必要に応じて修正を依頼

管理栄養士国家試験日は都道府県の栄養士免許交付日より前であり、受験者は、受験時には栄養士免許は有して

いない。受験資格を形式的（事後的）に満たすためだけに、栄養士免許の取得が必要となっている。

＜令和４年度 スケジュール＞

2/26 試験日
2/28 養成校→各保健所 栄養士免許申請〆切
3/ 3 各保健所→養成校 栄養士取得見込照合書の提出
3/ 9 養成校→厚生労働省 栄養士取得見込照合書の提出期限（必着）
3/24 試験合格発表
3/23 までの日付で免許交付（都道府県） 4
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支障事例 ～何のために受験時に栄養士免許取得が必要？～

● 栄養士養成施設卒業者の場合、管理栄養士国家試験の受験資格を得るためには

実務経験を経る必要があるため栄養士免許が必要

一方で、管理栄養士養成施設の卒業者の場合は実務経験は不要

● 管理栄養士免許証があれば、栄養士免許証を提示する機会はなく、

「管理栄養士に栄養士免許は不要ではないか？」との意見も

● 試験不合格者で、栄養士免許が必要な人が取得すればよいのでは？
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提案内容

管理栄養士国家試験の受験資格について、管理栄養士養成施設を卒業した者の

場合は、栄養士免許取得を不要とする。

１ 管理栄養士養成施設

２ 栄養士養成施設
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修業年限４年

栄養士免許を不要に！
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効果

● 管理栄養士養成施設卒業者は、栄養士免許の申請等をせずに、簡便に管理栄養士国家試験

を受験できるようになる

● 受験者の栄養士免許の申請及び将来にわたる書換申請に係る費用負担が軽減される

【影響額】新潟県：約60万円 全国：約5,000万円

新潟県:@6,000×(114人×87%) 全国:@6,000×(9,444人×87%) ※新規免許申請手数料6千円、第37回新卒受験者の合格率を87％で算定

● 都道府県及び養成施設の事務負担が軽減される

【軽減時間】新潟県：約170時間 全国：約13,900時間

・免許交付 新潟県：1.5ｈ×(114人×87%)、全国：1.5ｈ×(9,444人×87%) ※１件当たり1.5時間、第37回新卒受験者の合格率を87％で算定

・取得見込照合書 新潟県：10分×114人、全国：10分×9,444人 ※１件当たり10分、第37回新卒受験者数に基づき算定

【参考】令和３年度 免許交付数

・ 全国の管理栄養士養成施設：152施設 （出典：Ｒ４管理栄養士・栄養士養成施設一覧）

・ 管理栄養士養成課程修了者のうち、管理栄養士国家試験受験者（既卒業者含む）：10,816名 （出典：厚生労働省ＨＰ）
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管理栄養士国家試験日は都道府県の栄養士免許交付日より前であり、受験者は、受験時には栄養士免許

は有していない。受験資格を形式的（事後的）に満たすためだけに、栄養士免許の取得が必要となっている。

2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/23 3/24
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 木 金

試験日程
国家
試験

合格
発表

管理栄養士
養成施設

2/28（必着）
保健所への
一括申請期限

3/9（必着）
厚生労働省への栄
養士取得見込照合
書の提出期限

保健所

 3/2（目安）

養成施設へ
取得見込照合書
発送完了

3/23までの
日付で
免許交付
（本庁）

本庁

【令和４年度　事務日程】
管理栄養士養成施設からの栄養士免許一括申請に係る事務

3/23までの日付で栄養士免許交付

3/3必着 厚生労働省へ

取得見込照合書発送

免許申請事務（通常通り進達）

栄養士免許取得見込照合事務

【参考】令和４年度 事務日程 新潟県作成
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１ 養成校から、あらかじめ「栄養士免許一括申請者リスト」を事前にもらい、保健所ごとに照合書の

発行漏れがないように準備

２ 養成校に卒業見込証明書の文言と日付を照会し、文言と日付の整合を事前に審査し、必要に応じて

修正を依頼

No. 施設名 卒業日 証明日 文言 証明日 文言 備考 取り扱い 担当者 TEL E-mail 申請予定日 新潟市 村上 新発田 新津 三条 長岡 魚沼 南魚沼 十日町 柏崎 上越 糸魚川 佐渡 計

1 令和５年３月 2023.3.1
上記の者は令和５年3月本校の過
程を卒業したことを証明する

令和5年3月1日
上記のとおり履修したことを証明
いたします。

矛盾なし、可 R5.3.1 10 1 5 5 1 3 25

2 2023.3.1 2023.3.1
上記の者は2023年3月1日本学
院栄養専門課程管理栄養科を卒業
したことを証明する

2023.3.1
上記の通り相違ないことを証明す
る

矛盾なし、可 R5.3.2 2 0 1 0 3 3 2 1 0 3 0 0 15

3 ２０２３．３月 ２０２３.２．２２
上記の者は、２０２３年３月に本学
健康科学部 健康栄養学科卒業する
ことを決定したことを証明する。

２０２３．２．２２
上記の者は、栄養士養成課程を履
修したことを証明します。

矛盾なし、可 R5.2.28 20 1 4 4 4 2 2 37

4 令和５年３月 令和5年2月21日
下記のとおり卒業することを決定
したことを証明する。

令和5年2月21日
上記の者は、栄養士養成課程を履
修したことを証明します。

矛盾なし、可 R5.2.27 7 1 6 4 1 1 1 21

栄養士免許取得（見込）照合に係る確認

県
内

卒業証書 履修証明書 申請先保健所

15 令和5年2月24日 令和5年2月24日
上記の者は本学を卒業したことを
証明する。

2023年2月24日
上記の者は、本学において次の栄
養士課程を履修したことを証明す
る。

R5.2.28 1 1

16 2023年3月 令和5年2月17日
上記の者は、下記のとおり本学学
則に定めた課程を修め、卒業するこ
とを決定したことを証明する。

2023年２月17日
上記の者は、下記の栄養士課程の
科目を履修したことを証明する。

R5.2.21 1

17 ２０２３年３月 令和5年2月22日
上記のとおりに卒業することを決
定したことを証明する。

２０２３年２月２２日
上記の者は、下記の栄養士課程を
履修したことを証明する。

R5.2.24 1 1 1 1

計 42 3 15 5 18 15 2 0 3 6 9 4 1 114

（中略）

【参考】新潟県における「栄養士免許取得（見込）照合書」発行に係る確認作業
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出典：東北大学大学院教育研究科研究年報 第57集・第１号（2008 鈴木道子）

【参考】管理栄養士・栄養士養成制度の変遷
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出典：東北大学大学院教育研究科研究年報 第57集・第１号（2008 鈴木道子）

【1962年改正栄養士法】 【1985年改正栄養士法】

【2000年改正栄養士法】

【参考】管理栄養士・栄養士養成制度の変遷
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